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【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の訂正理由】

平成28年9月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項のうち、

当ファンドの運用について投資顧問会社へ委託することが書面決議により決定いたしましたので、当該事項

を記載するため、また、販売会社の異動に伴う訂正および委託会社の財務諸表の更新をするため、本訂正届

出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

下線部分　　　　は本訂正届出書の訂正箇所を示します。

 

第一部【証券情報】

 

（12）【その他】

＜訂正前＞

（前略）

⑥　振替受益権について

   ファンドの受益権は、社振法の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関

の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。

   ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

⑦　約款変更手続きのお知らせ

   当ファンドにつきまして、以下の内容の約款変更を行う予定ですのでお知らせいたします。

   なお、この約款変更につきましては内容が重大なものとして、投資信託及び投資法人に関する法律の

規定に従い、書面による決議をもって実施いたします。

 

＜約款の変更内容＞

・ 当ファンドの運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント（アメリカス）インクに

委託いたします。

 

＜日程＞

① 受益者および受益権口数の確定：平成28年9月20日

② 書面による議決権の行使の期限：平成28年10月18日

③ 書面による決議の日         ：平成28年10月19日

④ 約款変更適用日             ：平成28年10月21日

※ 平成28年9月20日現在の受益者は、上記②の期限までに、弊社に対し議決権行使書面をもって、約款

変更に対して議決権を行使することができます。なお、平成28年9月21日以降に受益者となる方（9月

20日以降のお申込みにより取得された方）は、本議案に対する議決権はございません。

※ 書面決議により約款変更が可決された場合、平成28年10月21日付で約款変更が適用されます。

 

[照会先]

委託会社のホームページ　　http://www.ubs.com/japanfunds/

委託会社の電話番号　　　　03-5293-3700（営業日の9：00～17：00）

 

＜訂正後＞

（前略）

⑥　振替受益権について

   ファンドの受益権は、社振法の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関

の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
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   ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

 

[照会先]

委託会社のホームページ　　http://www.ubs.com/japanfunds/

委託会社の電話番号　　　　03-5293-3700（営業日の9：00～17：00）

 
 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

 

④ファンドの特色

 
＜訂正前＞

 

1　主として、日本の「地方銀行」株式の中から流動性の高い銘柄に投資を行います。

・市場における売買状況等を勘案し、流動性を重視した銘柄選定を行います。

 

2　銘柄選定に関しては、UBSアセット・マネジメント独自の定量分析を活用します。

・当ファンドの運用は、UBSアセット・マネジメント日本拠点の株式運用チームが担当します。

 

3　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。

 

「地方銀行」について

・   全国規模で展開する都市銀行に対して、特定の地域に営業基盤を置く普通銀行のことをいいます。

・   地方銀行は、基盤となる地域の企業や住民を中心に金融サービスの提供を行っており、地方自治体とともに地

域活性化のためのプログラムに参画するなどしています。

・   地方銀行には、（一般社団法人）全国地方銀行協会や（一般社団法人）第二地方銀行協会に所属する銀行があ

ります。

 

■　当ファンドの運用プロセスについて

・  当ファンドの運用は、定量分析等を活用した株式運用に実績のあるグローバル運用チームの日

本拠点が担当します。

・  UBS独自開発のシステムにより、各投資銘柄の投資魅力度を判断し、ポートフォリオを構築しま

す。

 

（後略）

＜訂正後＞

 

 

1　主として、日本の「地方銀行」株式の中から流動性の高い銘柄に投資を行います。

•市場における売買状況等を勘案し、流動性を重視した銘柄選定を行います。

 

2　銘柄選定に関しては、UBSアセット・マネジメント独自の定量分析を活用します。
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•当ファンドの運用は、UBSアセット・マネジメントの米国拠点の株式運用チームが担当します。

＜運用指図に関する権限の委託先の名称および委託の内容＞

■委託する範囲：有価証券等の運用

■委託先名称：UBSアセット・マネジメント（アメリカス）インク

 

3　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。

 

「地方銀行」について

・   全国規模で展開する都市銀行に対して、特定の地域に営業基盤を置く普通銀行のことをいいます。

・   地方銀行は、基盤となる地域の企業や住民を中心に金融サービスの提供を行っており、地方自治体とともに地

域活性化のためのプログラムに参画するなどしています。

・   地方銀行には、（一般社団法人）全国地方銀行協会や（一般社団法人）第二地方銀行協会に所属する銀行があ

ります。

 

■　当ファンドの運用プロセスについて

・  当ファンドの運用は、定量分析等を活用した株式運用に実績のあるグローバル運用チームの米

国拠点が担当します。

・  UBS独自開発のシステムにより、各投資銘柄の投資魅力度を判断し、ポートフォリオを構築しま

す。

（後略）

 

(2)【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成23年6月30日　ファンドの信託契約締結、設定日、運用開始

 

＜訂正後＞

平成23年6月30日  ファンドの信託契約締結、設定日、運用開始

平成28年10月21日 UBSアセット・マネジメント（アメリカス）インクに運用の指図に関する

                 権限を委託
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(3)【ファンドの仕組み】

① ファンド運営の仕組み

＜訂正前＞

（後略）

 

＜訂正後＞

 

（後略）
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２【投資方針】

 

(1)【投資方針】

＜訂正前＞
 

① 主として、地方銀行株式への投資を行うことによって、中長期的に信託財産の成長を目指します。

② 原則として、UBS独自の定量分析モデルを用いて個別銘柄を分析することで投資を行います。

③ 地方銀行セクターとして投資される株式の選択においては、流動性を重視して行います。

④ 株式の組入れに関しましては、高位を維持することを基本とします。

⑤ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。

⑥ 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま

す。

⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

＜訂正後＞

 

① 主として、地方銀行株式への投資を行うことによって、中長期的に信託財産の成長を目指します。

② 原則として、UBS独自の定量分析モデルを用いて個別銘柄を分析することで投資を行います。

③ 地方銀行セクターとして投資される株式の選択においては、流動性を重視して行います。

④ 株式の組入れに関しましては、高位を維持することを基本とします。

⑤ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。

⑥ UBSアセット・マネジメント（アメリカス）インクに、運用の指図に関する権限を委託します。

⑦ 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま

す。

⑧ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

 

(2)【投資対象】

＜訂正前＞
 

（前略）

 

 [有価証券]

委託会社は、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同

項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま

す。

1.株券または新株引受権証書

 

（後略）

 

＜訂正後＞
 

（前略）

 

 [有価証券]

委託会社（委託会社から運用の指図権限に関する権限の委託を受けたものを含みます。）は、信託金を

主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ

る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1.株券または新株引受権証書
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（後略）

 

(3)【運用体制】

＜訂正前＞

 

※上記の体制は今後変更される場合があります。　　　　　　　　（平成28年7月末日現在）

 

（後略）

 

＜訂正後＞
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※上記の体制は今後変更される場合があります。　　　　　　　　（平成28年10月21日現在）

 

（後略）

 
３【投資リスク】

 

＜訂正前＞

（前略）

 

リスク管理体制

 

委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイ

ドラインに従って執行します。

取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、

および運用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリ

ングしています。

また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われる

ほか、適切な運営について検証が行われます。

 

（後略）

 

＜訂正後＞

 

（前略）
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リスク管理体制

 

委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイ

ドラインに従って執行します。

取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、

および運用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリ

ングしています。

また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われる

ほか、適切な運営について検証が行われます。

また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規

定した運用委託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。

 

（後略）

 

４【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

 

＜訂正前＞

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3608％（税抜年率

1.260％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支

弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産

中から支弁します。

配分は以下の通りです。（税抜、年率表示）

委託会社 0.600％ 委託した資金の運用の対価

販売会社 0.600％
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内で
のファンドの管理および事務手続き等の対価

受託会社 0.060％ 運用財産の管理、運用指図実行等の対価

 

＜訂正後＞

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3608％（税抜年率

1.260％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支

弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産

中から支弁します。

配分は以下の通りです。（税抜、年率表示）

委託会社
※ 0.600％ 委託した資金の運用の対価

販売会社 0.600％
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内で
のファンドの管理および事務手続き等の対価

受託会社 0.060％ 運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※投資顧問会社（運用指図権限の委託先）への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。
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(5)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞
 

（前略）

 

＜参考情報＞
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＜訂正後＞

 

（前略）
 

＜参考情報＞
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３【資産管理等の概要】

 

(5)【その他】

 

＜訂正前＞

 

（前略）

 

[関係法人との間の契約書の内容について]

委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託の募集・販売等に関する契約」（同様の権利義務

を規定する名称の異なる契約を含みます。）は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の

意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

 

＜訂正後＞

 

（前略）

 

[関係法人との間の契約書の内容について]

a. 委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託の募集・販売等に関する契約」（同様の権利

義務を規定する名称の異なる契約を含みます。）は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方か

ら別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

b. 投資顧問会社との投資顧問契約は、信託期間終了まで存続します。ただし、当事者の一方が相

手先に30日前までに通知をなすことにより契約を終了させることができます。
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第三部【委託会社等の情報】
 
第１【委託会社等の概況】
 
＜訂正前＞
１【委託会社等の概況】（平成28年7月末現在）
 

（前略）
 

② 投資運用の意思決定機構
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＜訂正後＞
１【委託会社等の概況】（平成28年10月21日現在）
 

（前略）
 

② 投資運用の意思決定機構
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３【委託会社等の経理状況】

 

※原届出書「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「３　委託会社等の経理状況」の末
尾に、以下の内容を追加いたします。

 

＜追加・更新＞
 

1．　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取

引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

2．　当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（平成28年1月1日から平成

28年6月30日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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中　間　財　務　諸　表

 

（1）　中　間　貸　借　対　照　表
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(2) 中 間 損 益 計 算 書
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(3)  中間株主資本等変動計算書

 

当中間会計期間　（自　平成28年1月1日　至　平成28年6月30日） (単位：千円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 2,200,000 550,000 805,518 1,355,518 3,555,518 25 25 3,555,544

当中間期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　

 剰余金の配当 　 　 △ 803,520 △ 803,520 △ 803,520 　 　 △ 803,520

 中間純利益 　 　 576,894 576,894 576,894 　 　 576,894

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
　 　 　 　 　 △ 136 △ 136 △ 136

当中間期変動額合計 　 　 △ 226,625 △ 226,625 △ 226,625 △ 136 △ 136 △ 226,761

当中間期末残高 2,200,000 550,000 578,893 1,128,893 3,328,893 △ 110 △ 110 3,328,783

 

［ 注　記　事　項 ］

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

役員及び従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法

　数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に全額損益処理しております。

3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

また、仮払消費税と仮受消費税は相殺のうえ表示しております。

(2) 決算期変更

平成27年10月16日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を決議し、平成27年4月1日以後開始する

事業年度の決算日を3月31日から12月31日に変更しております。これによりまして、当社の当会計期間は平

成28年1月1日から平成28年12月31日までとなり、当中間会計期間は平成28年1月1日から平成28年6月30日ま

でとなります。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

第22期 中間会計期間

自　平成28年 1月 1日

至　平成28年 6月30日

1.　発行済株式に関する事項

株式の種類 当会計期間期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 21,600 － － 21,600

2.　配当に関する事項
　　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の

総額（千円）
1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

第21期定時
株主総会

普通株式 利益剰余金 803,520 37,200
平成27年
12月31日

第21期定時株
主総会の翌日

 

（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

平成28年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金
未収入金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
その他未収収益

資 産 計

預り金
未払費用
未払消費税
未払法人税等

負 債 計

2,626,283
20,340
541,952
718,352

 1,085,966

4,992,895
45,544

1,279,589
72,927

   222,407

1,620,468

2,626,283
20,340
541,952
718,352

 1,085,966

4,992,895
45,544

1,279,589
72,927

   222,407

1,620,468

-
-
-
-

 　-
-
-
-
-

  -

 -

 （注）金融商品の時価の算定方法

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示して

おります。

 

（有価証券関係）

その他有価証券

第22期 中間会計期間末 （平成28年6月30日）

重要性がないため記載を省略しております。
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（セグメント情報）

第22期 中間会計期間

自　平成28年 1月 1日

至　平成28年 6月30日

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1)　製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、
製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2)　地域に関する情報

営業収益

日本 米国 その他 合計

1,330,245千円 767,613千円 681,637千円 2,779,495千円

（注）営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

委託者報酬 3,177,102千円については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略して

おります。

(3)　主要な顧客に関する情報

相手先 営業収益 関連するセグメント名

UBSグループ（*1） 1,364,638千円 投資運用

（注）委託者報酬 3,177,102千円については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略し

ております。

運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略してお
ります。

（*1）UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グロー
バルなネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに
沿ったアドバイスと優れた執行能力を提供しております。

 

（1株当たり情報）

第22期 中間会計期間

自　平成28年 1月 1日

至　平成28年 6月30日

1株当たり純資産額                     154,110円32銭

1株当たり中間純利益金額                26,708円08銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載
しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎

中間損益計算書上の中間純利益                     576,894千円

普通株式に係る中間純利益                         576,894千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内訳      該当事項はありません

普通株式の期中平均株式数                            21,600株
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

＜訂正前＞

 

（前略）

 

（2）販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

株式会社横浜銀行
215,628百万円

(平成28年3月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

株式会社京都銀行
42,103百万円

(平成27年9月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

株式会社千葉銀行
145,069百万円

(平成28年3月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

スルガ銀行株式会社
30,043百万円

(平成27年6月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

UBS証券株式会社
46,450百万円

(平成28年7月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

浜銀TT証券株式会社
3,307百万円

(平成28年6月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券
47,937百万円

(平成28年3月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社
7,495百万円

(平成28年3月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

髙木証券株式会社
11,069百万円

(平成28年3月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

 

（3）投資顧問会社
※

※ 当社グループにおいては、運用体制の改善を主眼に、株式運用チーム内における役割の明確化と

拠点の集中を進めており、当戦略を担当する運用チームのポートフォリオ・マネジメント機能につ

いては、当社グループ米国拠点への集約を進めることといたしました。これを受けて今般、当ファ

ンドの運用につきましても、当社グループ米国拠点へ委託することとし、信託約款の変更手続きを

行います。

  約款変更が成立した場合、平成28年10月21日付で、以下の内容を「（3）投資顧問会社」として追

加します。

名称
資本金の額

(平成28年7月末現在)
事業の内容

UBSアセット・マネジメント
（アメリカス）インク

1米ドル
内外の有価証券等に関する投資顧問
業務およびその業務に付帯する一切
の業務を営んでいます。

 

  なお、約款変更が成立した場合、投資顧問会社の「関係業務の概要」について、下記のとおり追

加いたします。

 

＜訂正後＞
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（前略）

 

（2）販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

株式会社横浜銀行
215,628百万円

(平成28年3月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

株式会社京都銀行
42,103百万円

(平成27年9月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

株式会社千葉銀行
145,069百万円

(平成28年3月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

スルガ銀行株式会社
30,043百万円

(平成27年6月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

UBS証券株式会社
46,450百万円

(平成28年7月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

浜銀TT証券株式会社
3,307百万円

(平成28年6月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券
47,937百万円

(平成28年3月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社
7,495百万円

(平成28年3月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

髙木証券株式会社
11,069百万円

(平成28年3月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

内藤証券株式会社
※ 3,002百万円

(平成28年3月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

※内藤証券株式会社は、平成28年11月1日以降、当ファンドの募集・販売の取扱い等を行います。

 

（3）投資顧問会社

名称
資本金の額

(平成28年7月末現在)
事業の内容

UBSアセット・マネジメント
（アメリカス）インク

1米ドル
内外の有価証券等に関する投資顧問
業務およびその業務に付帯する一切
の業務を営んでいます。

 

３【資本関係】

＜訂正前＞
 

(1) 受託会社

該当事項はありません。

 

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

＜訂正後＞
 

(1) 受託会社

該当事項はありません。
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(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

(3) 投資顧問会社

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２８年９月９日

ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 湯　原　　尚　　　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているＵＢＳアセット・マネジメント株式会社の
平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの第２２期事業年度の中間会計期間
（平成２８年１月１日から平成２８年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中
間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社の平成２８年６月
３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２８年１月１日から平
成２８年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　　上
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(注)１．上記は、当社（本書提出会社）が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化した

ものであり、その原本は当社が別途保管しております。

　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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